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観光バスの安全確保の徹底について 

 

 

 

10月 13日（木）午前 11時 50分頃、静岡県小山町の県道において、観光バスが乗

客を乗せ運行中、横転し、１名が死亡、３名が重傷を負うという誠に痛ましい事故が

発生した（同日 15時現在）。 

今後、徐々に需要が回復していくことが見込まれる貸切バス業界において、輸送の

安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、事故を起こさず、国民の生命、

身体及び財産をしっかり守ることこそが、運送事業の社会的信頼を維持するために最

も必要なことである。 

このため、観光バスの安全確保の徹底を図り、利用者の信頼回復に万全を期すため、

貴会傘下会員に対し安全対策及び事故防止の徹底が図られるよう下記事項について

周知徹底を図られたい。 

 

 

記 

 

１．運行管理業務を再確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施するこ

と。特に次に掲げる事項について改めて実施を徹底すること。 

（１）確実に点呼を実施すること 

（２）乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握に努めること 

（３）適切な運行計画を作成し、確実に指示すること 

（４）適切な運転操作等運行の安全を確保するために遵守すべき事項について指導

すること 

２．乗車中のシートベルトの使用等、乗客の安全確保を図るための周知事項を再徹底

すること。 

３．運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するとともに、乗務員に対して

制限速度の遵守をはじめとした道路交通法等の法令順守の徹底を図るなど、安全の

確保を最優先するよう関係者に徹底すること。 


